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居宅介護支援に係る算定基準と解釈通知対応表

算 定 基 準…指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

（平成１２年厚生省告示第２０号）

解 釈 通 知…指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成１２年老企第３６号）

大 臣 基 準…厚生労働大臣が定める基準

（平成２７年厚生労働省告示第９５号）

令和６年４月１日現在

算定基準 解釈通知

一 指定居宅介護支援に要する費用の額は、別表

指定居宅介護支援介護給付費単位数表により算

定するものとする。

二 指定居宅介護支援に要する費用の額は、別に

厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定

める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定居宅介護支援に要す

る費用の額を算定した場合において、その額に

一円未満の端数があるときは、その端数金額は

切り捨てて計算するものとする。

第１ 届出手続の運用

１ 届出の受理

(１) 届出書類の受取り
指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書

類により、サービス種類ごとの一件書類の提出を受

けること（ただし、同一の敷地内において複数種類

のサービス事業を行うときは一括提出も可とす

る。）。

(２) 電子情報処理組織による届出
① (１)の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の
使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下

同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織を使用する方法であって、当該電気通信

回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

情報が記録されるもの（以下「電子情報処理組織

を使用する方法」という。）や電子メールの利用

等により行わせることができる。

② (１)の規定にかかわらず、届出のうち、居宅サ
ービス単位数表及び居宅介護支援単位数表にお

いて、電子情報処理組織を使用する方法によると

された届出については、電子情報処理組織を使用

する方法（やむを得ない事情により当該方法によ

る届出を行うことができない場合にあっては、電

子メールの利用その他の適切な方法）により行わ

せることとする。なお、都道府県知事等が電子情

報処理組織を使用する方法による届出の受理の

準備を完了するまでの間は、この限りでない。

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行われた届出については、書面等により行われ

たものとみなして、本通知及びその他の当該届出

に関する通知の規定を適用する。

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メー

ルの利用等により行われた届出は、当該届出を受

ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がされた時に当該行政

機関等に到達したものとみなす。

(３) 要件審査
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届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要

な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要

する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅く

てもおおむね１月以内とすること（相手方の補正に

要する時間は除く。）。

(４) 届出の受理
要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せ

ず補正にも応じない場合は、不受理として１件書類

を返戻すること。

(５) 国保連合会等への通知
届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民

健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）

に通知すること。

(６) 届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等（算定される単位数が増えるも

のに限る。以下同じ。）については、適正な支給限

度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対

する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15
日以前になされた場合には翌月から、16日以降にな
された場合には翌々月から、算定を開始するものと

すること。

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等

の届出については、前記にかかわらず、同年４月１

日以前になされていれば足りるものとする。

２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 252条の 19第１項の指定都
市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252条
の 22第１項の中核市（以下「中核市」という。）に
おいては、指定都市又は中核市。以下同じ。）（指定

居宅介護支援事業者に係る届出事項については、市

町村。）において閲覧に供するほか、事業者におい

ても利用料に係る情報として事業所内で掲示し、か

つ、ウェブサイトに掲載することになること。また、

ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護

サービス情報公表システムをいい、介護保険法施行

規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 140条の 44
各号に掲げる基準に該当する事業所については、介

護サービス情報公表制度における報告義務の対象

ではないことから、ウェブサイトへの掲載は行うこ

とが望ましいこと。なお、居宅療養管理指導につい

ては、自ら管理するホームページ等を有さず、ウェ

ブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、これ

を行わないことができる。

３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかど

うか、適宜事後的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していない

ことが判明した場合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合

致していないことが判明し、所要の指導の上なお

改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消
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しを行うこと。この場合、取消しによって当該届

出はなかったことになるため、加算については、

当該加算全体が無効となるものであること。当該

届出に関してそれまで受領していた介護給付費

は不当利得になるので返還措置を講ずることは

当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業

者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な

届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指

定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に

合致するに至るまでは当該加算等は算定しない

ことはもちろん、要件に合致していないことが判

明した時点までに当該加算等が算定されていた

場合は、不当利得になるので返還措置を講ずるこ

と。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくな

る状況が生じた場合又は加算等が算定されなくな

ることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出さ

せることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算

定を行わないものとする。また、この場合において、

届出を行わず、当該算定について請求を行った場合

は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当

利得となるので返還措置を講ずることになること

は当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをも

って対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還する

こととなった事業所においては、市町村への返還と

同時に、返還の対象となった介護給付費に係る利用

者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞれ

の利用者に返還金に係る計算書を付して返還する

こと。その場合、返還に当たっては利用者等から受

領書を受け取り、施設において保存しておくこと。

第２ 略

第３ 居宅介護支援費に関する事項

１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所

した場合等

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行ってお

り、かつ、当該月分の指定居宅介護支援等基準第 14
条第１項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審

査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連

合会）に届け出ている事業者について、居宅介護支

援費を算定する。

２ 月の途中で、事業者の変更がある場合

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い

給付管理票を国保連合会に提出する事業者につい

て居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の

途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事

業者についてのみ居宅介護支援費を算定するもの

とする（ただし、月の途中で他の市町村に転出する
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場合を除く。）。

３ 月の途中で要介護度に変更があった場合

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５

までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なる

ことから、要介護度が要介護１又は要介護２から、

要介護３から要介護５までに変更となった場合の

取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬

を請求するものとする。

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合

には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それ

ぞれの市町村で別々に管理することになることか

ら、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の

給付管理票も別々に作成すること。この場合、それ

ぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が

作成した場合であっても、それぞれについて居宅介

護支援費が算定されるものとする。

５ サービス利用票を作成した月において利用実

績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及び

サービス利用票を作成した月においても利用実績

のない月については、給付管理票を作成できないた

め、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院

若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設

若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）

から退院又は退所する者等であって、医師が一般に

認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した利用者については、当該利用者に

対してモニタリング等の必要なケアマネジメント

を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必

要な書類の整備を行っている場合は請求すること

ができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定し

た旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等

において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所にお

いて、それらの書類等を管理しておくこと。

６ ※本資料８P～１０Pを参照
別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表

居宅介護支援費

イ 居宅介護支援費（１月につき）

（１） 居宅介護支援費（Ⅰ）

（一） 居宅介護支援費（ｉ）

ａ 要介護１又は要介護２ １，０８６単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ １，

４１１単位

（二） 居宅介護支援費（ⅱ）

ａ 要介護１又は要介護２ ５４４単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ ７０

４単位

（三） 居宅介護支援費（ⅲ）

ａ 要介護１又は要介護２ ３２６単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ ４２

２単位

７ 基本単位の取扱いについて

(１) 取扱件数の取扱い

基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援

費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）を区分するための

取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業

所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者を

いう。）の総数に指定介護予防支援に係る利用者（平

成 24年厚生労働省告示第 120号）に規定する厚生
労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有

する利用者を除く。）の数に３分の１を乗じた数を

加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定

した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。

(２) ケアプランデータ連携システムの活用

「公益社団法人国民健康保険中央会（昭和 34年
１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名

称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行
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（２） 居宅介護支援費（Ⅱ）

（一） 居宅介護支援費（ｉ）

ａ 要介護１又は要介護２ １，０８６単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ １，

４１１単位

（二） 居宅介護支援費（ⅱ）

ａ 要介護１又は要介護２ ５２７単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ ６８

３単位

（三） 居宅介護支援費（ⅲ）

ａ 要介護１又は要介護２ ３１６単位

ｂ 要介護３、要介護４又は要介護５ ４１

０単位

注１ （１）については、利用者に対して指定居

宅介護支援（介護保険法（平成９年法律第１２

３号。以下「法」という。）第４６条第１項に規

定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）を

行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３８号。以下「基準」という。）

第１４条第１項の規定により、同項に規定する

文書を提出している指定居宅介護支援事業者

（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支

援事業者をいう。以下同じ。）について、次に掲

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定す

る。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に

所在する指定居宅介護支援事業所（基準第２条

第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をい

う。以下同じ。）は、次のイからハまでにかかわ

らず、（１）の（一）を適用する。また、（２）

を算定する場合には、（１）は算定しない。

イ 居宅介護支援費（ｉ） 指定居宅介護支援

事業所において指定居宅介護支援を受ける１

月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支

援事業所が法第１１５条の２２第１項の規定

に基づく指定を受けて、又は法第１１５条の

２３第３項の規定に基づき指定介護予防支援

事業者（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援事業者をいう。）から委託を受けて

行う指定介護予防支援（同項に規定する指定

介護予防支援をいう。）の提供を受ける利用者

数（別に厚生労働大臣が定める地域に住所を

有する利用者数を除く。）に３分の１を乗じた

数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員の員数（指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７号）第２条第８

号に規定する常勤換算方法で算定した員数を

いう。以下同じ。）で除して得た数（以下「取

扱件数」という。）が４５未満である場合又は

４５以上である場合において、４５未満の部

分について算定する。

う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス

事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居

宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理

システム」は、いわゆる「ケアプランデータ連携シ

ステム」を指しており、ケアプランデータ連携シス

テムの利用申請をし、クライアントソフトをインス

トールしている場合に当該要件を満たしているこ

ととなり、当該システムによる他の居宅サービス事

業者とのデータ連携の実績は問わない。

(３) 事務職員の配置

事務職員については、当該事業所の介護支援専門

員が行う指定居宅介護支援等基準第 13条に掲げる
一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員と

するが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支

えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一

法人内の配置でも認められる。勤務時間数について

は特段の定めを設けていないが、当該事業所におけ

る業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する

必要がある。

(４) 居宅介護支援費の割り当て

居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者

ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古

いものから順に、１件目から 44件目（常勤換算方
法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合に

あっては、45にその数を乗じた数から１を減じた件
数数（小数点以下の端数が生じる場合にあっては、

その端数を切り捨てた件数）まで）については居宅

介護支援費（ⅰ）を算定し、45件目（常勤換算方法
で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあ

っては、45にその数を乗じた件数）以降については、
取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費（ⅱ）又

は（ⅲ）を算定すること。

ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、

「44件目」を「49件目」と、「45」を「50」と読み
替える。
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ロ 居宅介護支援費（ⅱ） 取扱件数が４５以

上である場合において、４５以上６０未満の

部分について算定する。

ハ 居宅介護支援費（ⅲ） 取扱件数が４０以

上である場合において、６０以上の部分につ

いて算定する。

注２ （２）については、公益社団法人国民健康

保険中央会（昭和三十四年一月一日に社団法人

国民健康保険中央会という名称で設立された法

人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護

支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使

用に係る電子計算機と接続された居宅サービス

計画の情報の共有等のための情報処理システム

の利用並びに事務職員の配置を行っており、厚

生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織を使用する方法であっ

て、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、

厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該情報が記録されるもの（やむ

を得ない事情により当該方法による届出を行う

ことができない場合にあっては、電子メールの

利用その他の適切な方法とする。以下「電子情

報処理組織を使用する方法」という。）により、

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に

対し、厚生労働省老健局長（以下「老健局長」

という。）が定める様式による届出を行った指定

居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居

宅介護支援を行い、かつ、月の末日において基

準第１４条第１項の規定により、同項に規定す

る文書を提出している場合について、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する

ことができる。ただし、別に厚生労働大臣が定

める地域に所在する指定居宅介護支援事業所

は、次のイからハまでにかかわらず、（２）の（一）

を適用する。

イ 居宅介護支援費（ｉ） 取扱件数が５０未満

である場合又は５０以上である場合において、

５０未満の部分について算定する。

ロ 居宅介護支援費（ⅱ） 取扱件数が５０以上

である場合において、５０以上６０未満の部分

について算定する。

ハ 居宅介護支援費（ⅲ） 取扱件数が４５以上

である場合において、６０以上の部分について

算定する。

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

い場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所

定単位数から減算する。

８ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業

所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指

定居宅介護支援等基準第 27条の２に規定する措置
を講じていない場合に、利用者全員について所定単

位数から減算することとなる。具体的には、高齢者
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虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的

に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を

整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以

上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措

置を適正に実施するための担当者を置いていない

事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に

提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画

に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま

での間について、利用者全員について所定単位数か

ら減算することとする。

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

い場合は、業務継続計画未策定減算として、所定

単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単

位数から減算する。

９ 業務継続計画未策定減算について

業務継続計画未策定減算については、指定居宅介護

支援等基準第 19条の２第１項に規定する基準を満
たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満

たさない事実が生じた日が月の初日である場合は

当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至

った月まで、当該事業所の利用者全員について、所

定単位数から減算することとする。なお、経過措置

として、令和７年３月 31日までの間、当該減算は
適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速

やかに作成すること。

注５ 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と

同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し

くは指定居宅介護支援事業所と同一の建物（以下

この注において「同一敷地内建物等」という。）に

居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所にお

ける１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居

住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行っ

た場合は、所定単位数の１００分の９５に相当す

る単位数を算定する。

10 指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内若しく
は隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支

援事業所と同一の建物（以下この 10において「同
一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は

指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利

用者が同一の建物に 20人以上居住する建物（同一
敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対する

取扱い

(１) 同一敷地内建物等の定義
注５における「同一敷地内建物等」とは、当該指

定居宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該

指定居宅介護支援事業所と建築物が道路等を挟ん

で設置している場合を含む。）にある建築物のうち

効率的なサービス提供が可能なものを指すもので

ある。具体的には、一体的な建築物として、当該建

物の１階部分に指定居宅介護支援事業所がある場

合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合な

ど、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物と

して、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い

道路を挟んで隣接する場合などが該当するもので

あること。

(２) 同一の建物に 20人以上居住する建物（同一敷
地内建物等を除く。）の定義

※大臣基準

八十二の二 居宅介護支援費における高齢者虐待防止措

置未実施減算の基準

指定居宅介護支援等基準第二十七条の二に規定する基

準に適合していること。

※大村市においては、大村市指定居宅介護支援の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「市条

例」という。）第３０条の２に規定する基準に適合してい

ること。

（業務継続計画未策定減算に係る経過措置）

令和７年３月３１日までの間は、指定居宅介護支援介護

給付費単位数表の居宅介護支援費のイの注４の規定は、

適用しない。

※大臣基準

八十二の三 居宅介護支援費における業務継続計画未策

定減算の基準

指定居宅介護支援等基準第十九条の二第一項に規定す

る基準に適合していること。

※大村市においては、市条例第２２条の２に規定する基

準に適合していること。
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① 「指定居宅介護支援事業所における１月当たり

の利用者が同一の建物に 20人以上居住する建物」
とは、(１)に該当するもの以外の建築物を指すも
のであり、当該建築物に当該指定居宅介護支援事

業所の利用者が 20人以上居住する場合に該当し、
同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣

接する建物の利用者数を合算するものではない。

② この場合の利用者数は、当該月において当該指

定居宅介護支援事業者が提出した給付管理票に

係る利用者のうち、該当する建物に居住する利用

者の合計とする。

(３) 本取扱いは、指定居宅介護支援事業所と建築

物の位置関係により、効率的な居宅介護支援の提

供が可能であることを適切に評価する趣旨であ

ることに鑑み、本取扱いの適用については、位置

関係のみをもって判断することがないよう留意

すること。具体的には、次のような場合を一例と

して、居宅介護支援の提供の効率化につながらな

い場合には、減算を適用すべきではないこと。

（同一敷地内建物等に該当しないものの例）

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建

物が点在する場合

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに

敷地が隔てられており、横断するために迂回し

なければならない場合

(４) (１)及び(２)のいずれの場合においても、同一
の建物については、当該建築物の管理、運営法人

が当該指定居宅介護支援事業所の指定居宅介護

支援事業者と異なる場合であっても該当するも

のであること。

注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する

場合には、運営基準減算として、所定単位数の１

００分の５０に相当する単位数を算定する。また、

運営基準減算が２月以上継続している場合は、所

定単位数は算定しない。

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

注６の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る場合」については、大臣基準告示第 82号に規定
することとしたところであるが、より具体的には次

のいずれかに該当する場合に減算される。

これは適正なサービスの提供を確保するためのも

のであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努め

るものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以

下この第３において同じ。）は、当該規定を遵守し

ない事業所に対しては、遵守するよう指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情があ

る場合を除き、指定の取消しを検討するものとす

る。

(１) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サ

ービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ることについて説明を行っていない場合には、契約

月から当該状態が解消されるに至った月の前月ま

で減算する。

(２) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に

当たっては、次の場合に減算されるものであるこ

と。

※大臣基準

八十二 居宅介護支援費における運営基準減算の基準

指定居宅介護支援等基準第四条第二項並びに第十

三条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び

第十五号（これらの規定を同条第十六号において準用

する場合を含む。）に定める規定に適合していないこ

と。

※大村市においては、市条例第７条第２項並びに第１６

条第７号、第９号から第１１号まで、第１５号及び第１

６号（こられの規定を同条第１７号において準用する場

合を含む。）に定める規定に適合していないこと。
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① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅

を訪問し、利用者及びその家族に面接していない

場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下

「当該月」という。）から当該状態が解消される

に至った月の前月まで減算する。

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当

者会議の開催等を行っていない場合（やむを得な

い事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当

該月から当該状態が解消されるに至った月の前

月まで減算する。

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス

計画の原案の内容について利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者の同意を得た

上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交

付していない場合には、当該月から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算する。

(３) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介

護支援専門員が、サービス担当者会議等を行って

いないときには、当該月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新

認定を受けた場合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態

区分の変更の認定を受けた場合

(４) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計

画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、次の場合に減算されるものであるこ

と。

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるい

ずれかの方法により、利用者に面接していない場合

には、特段の事情のない限り、その月から当該状態

が解消されるに至った月の前月まで減算する。

イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによ

って行う方法。

ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪

問しない月においては、テレビ電話装置等を活用

して行う方法。

ａ テレビ電話装置等を活用して面接を行うこと

について、文書により利用者の同意を得ている

こと。

ｂ サービス担当者会議等において、次に掲げる

事項について主治の医師、担当者その他の関係

者の合意を得ていること。

（ⅰ） 利用者の心身の状況が安定していること。

（ⅱ） 利用者がテレビ電話装置等を活用して意

思疎通を行うことができること。

（ⅲ） 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を

活用したモニタリングでは把握できない情

報について、担当者から提供を受けること。

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリング
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の結果を記録していない状態が１月以上継続す

る場合には、特段の事情のない限り、その月から

当該状態が解消されるに至った月の前月まで減

算する。

注７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定

居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護

支援加算として、所定単位数の１００分の１５に

相当する単位数を所定単位数に加算する。

注８ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、

かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位

数の１００分の１０に相当する単位数を所定単

位数に加算する。

注９ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住して

いる利用者に対して、通常の事業の実施地域（基

準第１８条第５号に規定する通常の事業の実施

地域をいう。）を越えて、指定居宅介護支援を行

った場合は、所定単位数の１００分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

注１０ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る場合は、特定事業所集中減算として、１月に

つき２００単位を所定単位数から減算する。

注１１ 利用者が月を通じて特定施設入居者生活

介護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算

定する場合を除く。）又は小規模多機能型居宅介

護（短期利用居宅介護費を算定する場合を除

く。）、認知症対応型共同生活介護（短期利用認

知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除

く。）、地域密着型特定施設入居者生活介護（短

期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を

算定する場合を除く。）若しくは複合型サービス

（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）

を受けている場合は、当該月については、居宅

介護支援費は、算定しない。

11 注８について

実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当

たりの平均実利用者数をいうものとし、前年度の実

績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、

又は再開した事業所を含む。）については、直近の

３月における１月当たりの平均実利用者数を用い

るものとする。したがって、新たに事業を開始し、

又は再開した事業者については、４月目以降届出が

可能となるものであること。平均実利用者数につい

ては、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を

上回った場合については、直ちに第１の５の届出を

提出しなければならない。

12 特定事業所集中減算について

(１) 判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期

間における当該事業所において作成された居宅サ

ービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合

は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施す

る減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて

減算を適用する。

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の

場合は、減算適用期間を 10 月１日から３月 31

日までとする。

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の

場合は、減算適用期間を４月１日から９月 30

日までとする。

(２) 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に

作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以

下「訪問介護サービス等」という。）が位置付けら

れた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問

介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件

数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）

を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合

を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて

80％を超えた場合に減算する。

（具体的な計算式）

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の

計算式により計算し、いずれかのサービスの値が

80％を超えた場合に減算

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サー

ビス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

※大臣基準

八十三 居宅介護支援費における特定事業所集中減算

の基準

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において

前六月間に作成した居宅サービス計画に位置付けら

れた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与

（指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する

指定福祉用具貸与をいう。）又は指定地域密着型通所

介護（以下この号において「訪問介護サービス等」と

いう。）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス

等に係る事業者によって提供されたものの占める割

合が百分の八十を超えていること。
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(３) 算定手続

判定期間が前期の場合については９月 15 日まで

に、判定期間が後期の場合については３月 15 日ま

でに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる

事項を記載した書類を作成し、算定の結果 80％を超

えた場合については当該書類を市町村長に提出し

なければならない。なお、80％を超えなかった場合

についても、当該書類は、各事業所において２年間

保存しなければならない。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付け

られた居宅サービス計画数

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最

高法人が位置付けられた居宅サービス計画数

並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名

及び代表者名

④ (２)の算定方法で計算した割合

⑤ (２)の算定方法で計算した割合が 80％を超

えている場合であって正当な理由がある場合

においては、その正当な理由

(４) 正当な理由の範囲

(３)で判定した割合が 80％を超える場合には、

80％を超えるに至ったことについて正当な理由が

ある場合においては、当該理由を市町村長に提出す

ること。なお、市町村長が当該理由を不適当と判断

した場合は特定事業所集中減算を適用するものと

して取り扱う。正当な理由として考えられる理由を

例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に

当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総

合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市

町村長において適正に判断されたい。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地

域に訪問介護サービス等が各サービスごとで

みた場合に５事業所未満である場合などサー

ビス事業所が少数である場合

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所

介護事業所として 10 事業所が所在する

地域の場合は、訪問介護について紹介率

最高法人を位置づけた割合が 80％を超

えても減算は適用されないが、通所介護

について 80％を超えた場合には減算が

適用される。

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所

介護事業所として４事業所が所在する

地域の場合は、訪問介護及び通所介護そ

れぞれについて紹介率最高法人を位置

づけた割合が 80％を超えた場合でも減

算は適用されない。

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事

業者である場合

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス

計画件数が 20 件以下であるなど事業所が小規
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模である場合

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画

のうち、それぞれのサービスが位置付けられた

計画件数が１月当たり平均 10 件以下であるな

ど、サービスの利用が少数である場合

（例） 訪問介護が位置付けられた計画件数が

１月当たり平均５件、通所介護が位置付

けられた計画件数が１月当たり平均 20

件の場合は、訪問介護について紹介率最

高法人を位置づけた割合が 80％を超え

ても減算は適用されないが、通所介護に

ついて 80％を超えた場合には減算が適

用される。

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希

望を勘案した場合などにより特定の事業者に

集中していると認められる場合

（例） 利用者から質が高いことを理由に当該

サービスを利用したい旨の理由書の提

出を受けている場合であって、地域ケア

会議等に当該利用者の居宅サービス計

画を提出し、支援内容についての意見・

助言を受けているもの。

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合

ロ 初回加算 ３００単位

注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居

宅サービス計画（法第８条第２４項に規定する

居宅サービス計画をいう。）を作成する利用者に

対して、指定居宅介護支援を行った場合その他

の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場

合は、１月につき所定単位数を加算する。ただ

し、イの注６に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準に該当する場合は、当該加算は、算定

しない。

13 初回加算について

初回加算は、具体的には次のような場合に算定

される。

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅

サービス計画を作成する場合

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場

合に居宅サービス計画を作成する場合

ハ 特定事業所加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい

るものとして市町村長（特別区の区長を含む。

以下同じ。）に届け出た指定居宅介護支援事業所

は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき

次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

イ 特定事業所加算（Ⅰ） ５１９単位

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位

ニ 特定事業所加算（Ａ） １１４単位

14 特定事業所加算について

(１) 趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケー

スへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、

質の高いケアマネジメントを実施している事業所

を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケア

マネジメントの質の向上に資することを目的とす

るものである。

(２) 基本的取扱方針

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ａ）の

対象となる事業所については、

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実

質的に独立した事業所であること

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援

専門員が配置され、どのような支援困難ケースで

も適切に処理できる体制が整備されている、いわ

ばモデル的な居宅介護支援事業所であること

が必要となる。

本制度については、こうした基本的な取扱方針を
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十分に踏まえ、(１)に掲げる趣旨に合致した適切な
運用を図られるよう留意されたい。

(３) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針

大臣基準告示第 84号に規定する各要件の取扱に
ついては、次に定めるところによること。

① (１)関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、

当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない

場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と

兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当

該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域

包括支援センターの設置者である指定介護予防支

援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を

提供する場合や、地域包括支援センターの設置者か

らの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等

が考えられる。

② (２)関係
常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該

指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合

は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務

をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業

所（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支

援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯におい

て同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないもの

とする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他

の職務」とは、地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指

定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援セ

ンターの設置者からの委託を受けて総合相談支援

事業を行う場合等が考えられる。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別

に、主任介護支援専門員２名を置く必要があるこ

と。したがって、当該加算を算定する事業所におい

ては、少なくとも主任介護支援専門員２名及び介護

支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置

する必要があること。

③ (３)関係
「利用者に関する情報又はサービス提供に当た

っての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」

は、次の要件を満たすものでなければならないこ

と。

ア 議題については、少なくとも次のような議事を

含めること。

(１) 現に抱える処遇困難ケースについての具体

的な処遇方針

(２) 過去に取り扱ったケースについての問題点

及びその改善方策

(３) 地域における事業者や活用できる社会資源

の状況

(４) 保健医療及び福祉に関する諸制度

(５) ケアマネジメントに関する技術

※大臣基準

八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準

イ 特定事業所加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

（１） 専ら指定居宅介護支援（法第四十六条第一項に規

定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）の提供に

当たる常勤の主任介護支援専門員を二名以上配置して

いること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業

所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。

（２） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護

支援専門員を三名以上配置していること。ただし、利用

者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合

は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所（指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七

号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第三条

第一項に規定する指定介護予防支援事業所（指定居宅介

護支援事業者である指定介護予防支援事業者の当該指

定に係る事業所に限る。）をいう。以下同じ。）の職務と

兼務をしても差し支えないものとする。

（３） 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての

留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催

すること。

（４） 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて

利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

（５） 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状

態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占め

る割合が百分の四十以上であること。

（６） 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門

員に対し、計画的に研修を実施していること。

（７） 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介

された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に

指定居宅介護支援を提供していること。

（８） 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、

障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者へ

の支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加

していること。

（９） 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を

受けていないこと。

（１０） 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支

援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員一人当たり四十五名未満であること。

ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は五十

名未満であること。

（１１） 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門

員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に

関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。

（１２） 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共

同で事例検討会、研修会等を実施していること。

（１３） 必要に応じて、多様な主体により提供される利用

者の日常生活全般を支援するサービス（介護給付等対象サ

ービス（法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サ

ービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービ

ス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等

をいう。）が包括的に提供されるような居宅サービス計画

を作成していること。
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(６) 利用者からの苦情があった場合は、その内

容及び改善方針

(７) その他必要な事項

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存し

なければならないこと。

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であるこ

と。

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。

④ (４)関係
24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯

電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて

相談に応じることが可能な体制をとる必要がある

ことを言うものであり、当該事業所の介護支援専門

員が輪番制による対応等も可能であること。

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所に

ついては、携帯電話等の転送による対応等も可能で

あるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有

することから、指定居宅介護支援等基準第 23条の
規定の遵守とともに、利用者又はその家族に対し、

当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解

できるよう説明を行い、同意を得ること。

⑤ (５)関係
要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が

40％以上であることについては、毎月その割合を記
録しておくこと。

なお、特定事業所加算を算定する事業所について

は、積極的に支援困難ケースに取り組むべきことと

されているものであり、こうした割合を満たすのみ

ではなく、それ以外のケースについても、常に積極

的に支援困難ケースを受け入れるべきものである

こと。

また、(７)の要件のうち、「地域包括支援センター
から支援が困難な事例を紹介された場合」に該当す

るケースについては、例外的に(５)の 40％要件の枠
外として取り扱うことが可能であること（すなわ

ち、当該ケースについては、要介護３、要介護４又

は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り

扱うことが可能）。

⑥ (６)関係
「計画的に研修を実施していること」について

は、当該事業所における介護支援専門員の資質向上

のための研修体系と当該研修実施のための勤務体

制の確保を定めるとともに、介護支援専門員につい

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施

時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まる

までに次年度の計画を定めなければならない。ま

た、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

（１） イ（２）、（３）、（４）及び（６）から（１３）ま

での基準に適合すること。

（２） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任

介護支援専門員を配置していること。ただし、利用者に

対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当

該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は

同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差

し支えないものとする。

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

（１） イ（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基

準に適合すること。

（２） ロ（２）の基準に適合すること。

（３） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護

支援専門員を二名以上配置していること。ただし、利用

者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合

は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職

務と兼務をしても差し支えないものとする。

ニ 特定事業所加算（Ａ） 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

（１） イ（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基

準に適合すること。ただし、イ（４）、（６）、（１１）及

び（１２）の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との

連携により満たすこととしても差し支えないものとす

る。

（２） ロ（２）の基準に適合すること。

（３） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護

支援専門員を一名以上配置していること。ただし、利用

者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合

は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職

務と兼務をしても差し支えないものとする。

（４） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専

門員を常勤換算方法（当該指定居宅介護支援事業所の従

業者の勤務延時間数を当該指定居宅介護支援事業所に

おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること

により、当該指定居宅介護支援事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。）で一以上

配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の

居宅介護支援事業所（（１）で連携している他の居宅介

護支援事業所がある場合は、当該連携先の居宅介護支援

事業所に限る。）の職務と兼務をしても差し支えないも

のとし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障

がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務

と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事

業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
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確認し、必要に応じて改善措置を講じなければなら

ないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出をす

る場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画

を策定すればよいこと。

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所に

ついては、連携先事業所との共同開催による研修実

施も可能である。

⑦ (７)関係
特定事業所加算算定事業所については、自ら積極

的に支援困難ケースを受け入れるものでなければ

ならず、また、そのため、常に地域包括支援センタ

ーとの連携を図らなければならないこと。

⑧ (８)関係
多様化・複雑化する課題に対応するために、家族

に対する介護等を日常的に行っている児童、障害

者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度

や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、

研修等に参加していること。なお、「家族に対する

介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆる

ヤングケアラーのことを指している。

また、対象となる事例検討会、研修等については、

上記に例示するもののほか、仕事と介護の両立支援

制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対

するケアマネジメントを行う上で必要な知識・技術

を修得するためのものであれば差し支えない。

⑨ (９)関係
特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用

になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨

を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス

提供事業者からの独立性を確保した事業所である

必要があること。

⑩ (10)関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所

単位で平均して介護支援専門員１名当たり 45名未
満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は 50
名未満）であれば差し支えないこととするが、ただ

し、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジ

メントに支障がでることがないよう配慮しなけれ

ばならないこと。

⑪ (11)関係
協力及び協力体制とは、現に研修における実習等

の受入が行われていることに限らず、受入が可能な

体制が整っていることをいう。そのため、当該指定

居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実

習等の受入を行うことに同意していることを、書面

等によって提示できるようにすること。

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所に

ついては、連携先事業所との共同による協力及び協

力体制も可能である。

⑫ (12)関係
特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネ

ジメントを実施する事業所として、地域における居
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宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上

を牽引する立場にあることから、同一法人内に留ま

らず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した

事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していか

なければならない。なお、事例検討会等の内容、実

施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年

度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画

を定めなければならない。なお、年度の途中で加算

取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行う

までに当該計画を策定すること。

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所に

ついては、連携先事業所との協力による研修会等の

実施も可能である。

⑬ (13)関係
多様な主体により提供される利用者の日常生活

全般を支援するサービスとは、介護給付等対象サー

ビス（介護保険法第 24条第２項に規定する介護給
付等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービ

ス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的

な活動によるサービス等のことをいう。

⑭ 特定事業所加算（Ⅱ）について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支

援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所

の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援

事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にあ

る他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支

援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予

防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支

えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援

事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者からの委託

を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域

包括支援センターの設置者からの委託を受けて総

合相談支援事業を行う場合等が考えられる。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別

に、主任介護支援専門員を置く必要があること。し

たがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門

員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要

があること。

⑮ 特定事業所加算（Ⅲ）について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支

援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所

の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援

事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にあ

る他の事業所の職務（介護支援専門員（主任介護支

援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予

防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差し支

えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援

事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者からの委託

を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域
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包括支援センターの設置者からの委託を受けて総

合相談支援事業を行う場合等が考えられる。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別

に、主任介護支援専門員を置く必要があること。し

たがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門

員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必要

があること。

⑯ 特定事業所加算（Ａ）について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支

援専門員並びに常勤換算方法で１の介護支援専門

員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務

に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の

事業所（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除

く。）の場合にあっては、指定介護予防支援事業所

の職務に限る。）の職務を兼務しても差し支えない

ものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所

の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者からの委託を受け

て指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支

援センターの設置者からの委託を受けて総合相談

支援事業を行う場合等が考えられる。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに

常勤換算方法で１の介護支援専門員とは別に、主任

介護支援専門員を置く必要があること。したがっ

て、当該加算を算定する事業所においては、少なく

とも主任介護支援専門員及び介護支援専門員１名

の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介

護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３名を配

置する必要があること。

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護

支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連携先事業

所に限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、

当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護

保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員と

の兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の

業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を

指すものではない。

⑰ その他

特定事業所加算取得事業所については、介護保

険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定

事業所加算取得事業所である旨を表示するなど

利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用

者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及

びその内容が理解できるよう説明を行うこと。

(４) 手続

本加算を取得した特定事業所については、毎月末

までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成

し、２年間保存するとともに、市町村長から求めが

あった場合については、提出しなければならない。



別添２

18

ニ 特定事業所医療介護連携加算 １２５単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい

るものとして市町村長に届け出た指定居宅介護

支援事業所は、１月につき所定単位数を加算す

る。

15 特定事業所医療介護連携加算について

(１) 基本的取扱方針

当該加算の対象となる事業所においては、日頃か

ら医療機関等との連携に関する取組をより積極的

に行う事業所であることが必要となる。

(２) 具体的運用方針

ア 退院・退所加算の算定実績について

退院・退所加算の算定実績に係る要件について

は、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算

定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療

介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月

から前年度の２月までの間において 35回以上の
場合に要件を満たすこととなる。

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績

について

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績

に係る要件については、特定事業所医療介護連携

加算を算定する年度の前々年度の３月から前年

度の２月までの間において、算定回数が 15回以
上の場合に要件をみたすこととなる。なお、経過

措置として、令和７年３月 31日までの間は、従
前のとおり算定回数が５回以上の場合に要件を

満たすこととし、同年４月１日から令和８年３月

31日までの間は、令和６年３月におけるターミナ
ルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じ

た数に令和６年４月から令和７年２月までの間

におけるターミナルケアマネジメント加算の算

定回数を加えた数が 15回以上である場合に要件
を満たすこととするため、留意すること。

ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績につ

いて

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績につ

いて特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケ

アマネジメントを提供する体制のある事業所が

医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に

評価を行うものであるから、他の要件を満たす場

合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は

（Ⅲ）のいずれかを算定していない月は特定事業

所医療介護連携加算の算定はできない。

ホ 入院時情報連携加算

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たっ

て、当該病院又は診療所の職員に対して、当該

利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者

に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生

労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利

用者１人につき１月に１回を限度として所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位

16 入院時情報連携加算について

(１) 総論

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の

入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の

有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例え

ば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介

護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。

当該加算については、利用者１人につき、１月に１

回を限度として算定することとする。

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ

出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）

等について居宅サービス計画等に記録すること。な

お、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等

※大臣基準

八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介

護連携加算の基準

次のいずれにも適合すること。

イ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において

退院・退所加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ

又は（Ⅲ）の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護

老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数（第八十

五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた

回数をいう。）の合計が三十五回以上であること。

ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において

ターミナルケアマネジメント加算を十五回以上算定し

ていること。

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定してい

ること。

（居宅介護支援費における特定事業所医療介護連携加算

の基準に係る経過措置）

令和７年３月３１日までの間は、なお従前の例によるもの

とし、同年４月１日から令和８年３月３１日までの間は、

同号ロ中「前々年度の三月から前年度の二月までの間にお

いてターミナルケアマネジメント加算を十五回以上算定

している」とあるのは、「令和六年三月におけるターミナ

ルケアマネジメント加算の算定回数に三を乗じた数に令

和六年四月から令和七年二月までの間におけるターミナ

ルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が十五以

上である」とする。

※従前の例（令和６年３月３１日まで）

ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において

ターミナルケアマネジメント加算を五回以上算定して

いること。
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の活用が考えられる。

(２) 入院時情報連携加算（Ⅰ）
利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に

対して必要な情報を提供した場合に所定単位数を

算定する。なお、入院の日以前に情報提供した場合

及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に

定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院

した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を

提供した場合も、算定可能である。

(３) 入院時情報連携加算（Ⅱ）
利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機

関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所

定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該

指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院

した場合であって、当該入院した日から起算して３

日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事

業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日

以外の日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能

である。

ヘ 退院・退所加算

注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地

域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施

設に入所していた者が退院又は退所（指定地域

密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成１８年厚生労働省告示第１２６号）

別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数

表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護のツ又は指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示

第２１号）別表指定施設サービス等介護給付費

単位数表の介護福祉施設サービスのレの在宅・

入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、

その居宅において居宅サービス又は地域密着型

サービスを利用する場合において、当該利用者

の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、

地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設

の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要

な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画

を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ

スの利用に関する調整を行った場合（同一の利

用者について、当該居宅サービス及び地域密着

型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限

る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲

げる区分に従い、入院又は入所期間中につき１

回を限度として所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定する場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

また、初回加算を算定する場合は、当該加算は

17 退院・退所加算について

(１) 総論

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介

護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院

等」という。）への入所をしていた者が退院又は退

所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又

は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算

を算定する場合を除く。）し、その居宅において居

宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場

合において、当該利用者の退院又は退所に当たっ

て、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関す

る必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成

し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に

関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サ

ービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所

定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する

場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な

情報については、別途定めることとする。

(２) 算定区分について

退院・退所加算については、以下の①から③の算

定区分により、入院又は入所期間中１回（医師等か

らの要請により退院に向けた調整を行うための面

談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス

計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ

スの利用に関する調整を行った場合を含む）のみ算

定することができる。また、面談は、テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この(２)において「利
用者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

※大臣基準

八十五 居宅介護支援費に係る入院時情報連携加算の基

準

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 利用者が病院又は診療所

に入院した日（入院の日以前に当該利用者に係る情報を

提供した場合には当該情報を提供した日を含み、指定居

宅介護支援事業所における運営規程（指定居宅介護支援

等基準第十八条に規定する運営規程をいう。以下この号

において単に「運営規程」という。）に定める営業時間

終了後に、又は運営規程に定める当該指定居宅介護支援

事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院

した日の翌日を含む。）のうちに、当該病院又は診療所

の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供し

ていること。

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 利用者が病院又は診療所

に入院した日の翌日又は翌々日（イに規定する入院した

日を除き、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業

所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院

した日から起算して三日目が運営規程に定める当該指

定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるとき

は、当該営業日以外の日の翌日を含む。）に、当該病院

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情

報を提供していること。

※大村市においては、市条例第２１条に規定する運営規定

をいう。
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算定しない。

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位

ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位

ホ 退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位

レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等

の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。

① 退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ

退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病

院等の職員からの情報収集を１回行っている場

合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはそ

の方法がカンファレンスである場合に限る。

② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ

・退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の

職員からの情報収集を２回以上行っている場

合に算定が可能。

・退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の

職員からの情報収集を２回行っている場合で

あって、うち１回以上がカンファレンスによる

場合に算定が可能。

③ 退院・退所加算（Ⅲ）

退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職

員からの情報収集を３回以上行っている場合

であって、うち１回以上がカンファレンスによ

る場合に算定が可能。

(３) その他の留意事項

① (２)に規定するカンファレンスは以下のとおり
とする。

イ 病院又は診療所

診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省
告示第 59号）別表第１医科診療報酬点数表の
退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退

院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあ

っては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等が参加す

るもの。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 18年３月 14日厚
生労働省令第 34号。以下このロにおいて「基
準」という。）第 134条第６項及び第７項に基
づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者

への情報提供等を行うにあたり実施された場

合の会議。ただし、基準第 131条第１項に掲げ
る地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従

業者及び入所者又はその家族が参加するもの

に限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込

まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具

専門相談員や居宅サービスを提供する作業療

法士等が参加すること。

ハ 介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営

※大臣基準

八十五の二 居宅介護支援費に係る退院・退所加算の基

準

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法

により一回受けていること。

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回

受けていること。

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法

により二回以上受けていること。

ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以

上はカンファレンスによること。

ホ 退院・退所加算（Ⅲ） 病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回

以上はカンファレンスによること。
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に関する基準（平成 11年３月 31日厚生省令第
39号。以下このハにおいて「基準」という。）
第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への

援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提

供等を行うにあたり実施された場合の会議。た

だし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に

置くべき従業者及び入所者又はその家族が参

加するものに限る。また、退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応

じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供

する作業療法士等が参加すること。

ニ 介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準（平成 11年３月 31日厚生
省令第 40号。以下このニにおいて「基準」と
いう。）第８条第６項に基づき、入所者への指

導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供

等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ

し、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置

くべき従業者及び入所者又はその家族が参加

するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸

与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、

福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供す

る作業療法士等が参加すること。

ホ 介護医療院

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

に関する基準（平成 30年１月 18日厚生労働省
令第５号。以下このホにおいて「基準」という。）

第 12条第６項に基づき、入所者への指導及び
居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行

うにあたり実施された場合の会議。ただし、基

準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業

者及び入所者又はその家族が参加するものに

限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込ま

れる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専

門相談員や居宅サービスを提供する作業療法

士等が参加すること。

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場

合又はカンファレンスに参加した場合でも、１回

として算定する。

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必

要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日以

内に情報を得た場合には算定することとする。

④ カンファレンスに参加した場合は、(１)におい
て別途定める様式ではなく、カンファレンスの日

時、開催場所、出席者、内容の要点等について居

宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提

供した文書の写しを添付すること。

ト 通院時情報連携加算 ５０単位

注 利用者が病院又は診療所において医師又は歯

科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が

同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用

18 通院時情報連携加算

当該加算は、利用者が医師又は歯科医師の診察を

受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の

心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、



別添２

22

者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係

る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は

歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報

の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録

した場合は、利用者１人につき１月に１回を限

度として所定単位数を加算する。

医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情

報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録し

た場合に、算定を行うものである。なお、同席にあ

たっては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科

医師等と連携を行うこと。

チ 緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単

位

注 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は

診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅

を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じ

て、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域

密着型サービスの利用に関する調整を行った場

合は、利用者１人につき１月に２回を限度とし

て所定単位数を加算する。

19 緊急時等居宅カンファレンス加算について

(１) 当該加算を算定する場合は、カンファレンス

の実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあ

わせて）、カンファレンスに参加した医療関係職

種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居

宅サービス計画等に記載すること。

(２) 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変

した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるもので

あることから、利用者の状態像等が大きく変化し

ていることが十分想定されるため、必要に応じ

て、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サ

ービス及び地域密着型サービスの調整を行うな

ど適切に対応すること。

リ ターミナルケアマネジメント加算 ４００単

位

注 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労

働大臣が定める基準に適合しているものとして

市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所

が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利

用者又はその家族の意向を把握した上で、その

死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当

該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用

者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等

を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に

位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

は、１月につき所定単位数を加算する。

20 ターミナルケアマネジメント加算について

(１) ターミナルケアマネジメント加算について

は、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算するこ

ととするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の

属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、

死亡月に算定することとする。

(２) ターミナルケアマネジメント加算は、１人の

利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所

に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業

所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又は

それに最も近い日に利用した指定居宅サービス

を位置づけた居宅サービス計画を作成した事業

所がターミナルケアマネジメント加算を算定す

ることとする。

(３) ターミナルケアマネジメントを受けることに

ついて利用者又はその家族が同意した時点以降

は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービ

ス計画等に記録しなければならない。

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化

や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援

事業者が行った支援についての記録

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等と行った連絡調整に関する記録

③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医

学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断し

た者に該当することを確認した日及びその方法

(４) ターミナルケアマネジメントを受けている利

用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送さ

れ、24 時間以内に死亡が確認される場合等につ

いては、ターミナルケアマネジメント加算を算定

することができるものとする。

※大臣基準

八十五の三 居宅介護支援費に係るターミナルケアマネ

ジメント加算の基準

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した

利用者について、二十四時間連絡できる体制を確保してお

り、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことがで

きる体制を整備していること。
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(５) ターミナルケアマネジメントにあたっては、

終末期における医療・ケアの方針に関する利用者

又は家族の意向を把握する必要がある。また、そ

の際には、厚生労働省「人生の最終段階における

医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ

ン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医

療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携

し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努

めること。


